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提案理由 

 高山市国府児童館を指定管理者による管理とするため改正しようとする。 

 

 



   高山市児童センター管理条例の一部を改正する条例 

 高山市児童センター管理条例（昭和５７年高山市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第３条の２ 児童センターのうち次に掲げる施

設（以下「指定施設」という。）の管理に関す

る業務は、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第３項の規定により、

指定管理者（同項に規定する指定管理者をい

う。以下同じ。）に行わせるものとする。 

第３条の２ 児童センターの管理に関する業務

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定により、指定管

理者（同項に規定する指定管理者をいう。以

下同じ。）に行わせるものとする。 

 ⑴ 高山市城山児童センター  

 ⑵ 高山市山王児童センター  

  

（指定管理者が行う管理の基準） （指定管理者が行う管理の基準） 

第３条の３ 指定管理者は、この条例及び高山

市公の施設における指定管理者の指定の手続

等に関する条例（平成１７年高山市条例第５

号）並びにこれらの条例に基づく規則の規定

に従い、指定施設の管理を適正に行わなけれ

ばならない。 

第３条の３ 指定管理者は、この条例及び高山

市公の施設における指定管理者の指定の手続

等に関する条例（平成１７年高山市条例第５

号）並びにこれらの条例に基づく規則の規定

に従い、児童センターの管理を適正に行わな

ければならない。 

  

（指定管理者が行う業務の範囲） （指定管理者が行う業務の範囲） 

第３条の４ 指定管理者は、次に掲げる業務を

行うものとする。 

第３条の４ 指定管理者は、次に掲げる業務を

行うものとする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 指定施設の利用又は使用の許可、取消し、

制限及び停止に関する業務 

⑵ 児童センターの利用又は使用の許可、取

消し、制限及び停止に関する業務 

⑶ 指定施設の利用又は使用に係る料金の徴

収及び減免に関する業務 

⑶ 児童センターの利用又は使用に係る料金

の徴収及び減免に関する業務 

⑷ 指定施設の維持管理に関する業務 ⑷ 児童センターの維持管理に関する業務 

⑸ （略） ⑸ （略） 

  

（利用の許可） （利用の許可） 



第４条の２ 利用者は、児童センターを利用し

ようとするときは、市長（指定施設にあって

は、指定管理者。次条において同じ。）の許可

を受けなければならない。 

第４条の２ 利用者は、児童センターを利用し

ようとするときは、指定管理者の許可を受け

なければならない。 

  

（集会室等の使用） （集会室等の使用） 

第５条 市長は、利用者の利用に支障がない場

合に限り、別表に掲げる集会室等を利用者以

外の者にも使用させることができる。 

第５条 指定管理者は、利用者の利用に支障が

ない場合に限り、別表に掲げる集会室等を利

用者以外の者にも使用させることができる。 

２ 前項の規定により児童センターを使用しよ

うとする者（以下「使用者」という。）は、あ

らかじめ市長の許可を受けなければならな

い。 

２ 前項の規定により児童センターを使用しよ

うとする者（以下「使用者」という。）は、あ

らかじめ指定管理者の許可を受けなければな

らない。 

  

（使用料） （使用料） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 使用者に係る使用料は、別表に定めるとお

りとし、使用許可の際使用者から徴収する。

ただし、指定施設の使用料は、同表に定める

額の範囲内において、指定管理者が市長の承

認を得て定めた額とする。 

２ 使用者に係る使用料は、別表に定める額の

範囲内において、指定管理者が市長の承認を

得て定めた額とし、使用許可の際使用者から

徴収する。 

３ （略） ３ （略） 

  

（使用料の収入） （使用料の収入） 

第６条の２ 市長は、指定管理者に指定施設の

使用料を当該指定管理者の収入として収受さ

せる。 

第６条の２ 市長は、指定管理者に児童センタ

ーの使用料を当該指定管理者の収入として収

受させる。 

  

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第７条 市長は、必要と認めたときは、使用料

を減免することができる。ただし、指定施設

の使用料については、市長が必要と認めたと

きは、指定管理者において減免することがで

きる。 

第７条 指定管理者は、市長が必要と認めたと

きは、使用料を減免することができる。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行日前に改正前の高山市児童センター管理条例の規定によりなされた処分、手続

その他の行為は、改正後の高山市児童センター管理条例の規定によりなされた処分、手続その他

の行為とみなす。 

３ 改正後の高山市児童センター管理条例の規定による使用料は、この条例の施行日以後の使用に

係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

４ 改正後の高山市児童センター管理条例の規定により指定管理者に高山市国府児童館の管理を行

わせるための準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。 

 

 


